
毎月第３日曜日は

「家庭教育の日（いきいきサンデー）」
県教育委員会では、家庭教育を振り返り、家庭生活を

見直すきっかけとなるよう４月から「家庭教育の日（い

きいきサンデー）」を設定しました。

家庭での教育を充実させるには、まず家庭生活を大切

に考えることからはじめましょう。あなたの家庭は子ど

もにとってこころ安らぐ居場所になっているでしょうか。

家族のみんなが楽しく過ごす中で、人として生きる力や

ルールの基本を、愛情をもって子どもにきちんと伝えま

しょう。

毎月第３日曜日を、家族が子どもの気持ちを受けとめ、

心のきずなを深め、いきいきとふれ合う日にしましょう。

新しい情報公開制度が
４月からスタートします+
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「子育ての輪」を広げましょう

（イラストは文部科学省「家庭教育手帳・ノート」より）

情報公開制度をとりまく状況の変化にともない、情報

公開制度の一層の充実を図り、公正で開かれた県政をさ

らに進めるため、奈良県情報公開条例を改正し、４月１

日から施行します。主な改正の項目は、次のとおりです。

○ 県民の知る権利への理解を深めつつ、県の説明する

責務を果たすことを、条例の目的に加えました。

○ 制度を実施する機関に、議会、公安委員会及び警察

本部長を加えました。

○ どなたでも行政文書の開示の請求をすることができ

るようになりました。

○ 磁気ディスクなどの電磁的記録についても開示の請

求をすることができるようになりました。

このほか、行政文書の適正な管理などについても規

定を定めました。

なお、電磁的記録については１０月１日から、公安委員

会及び警察本部長の行政文書については別に規則で定め

る日から、施行します。
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家庭は「心の居場所」です
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家庭教育は「人づくりのみなもと」です

情報公開窓口
県庁東棟１階の総合公開窓口をはじ
め各出先機関の公開窓口でも請求で
きます。

写しの交付については、写し
の作成に要した費用が必要と
なります。
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どなたでも、請求することが
できます。
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【問い合わせ】
県総務部総務課
情報公開係
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